


出前講座問合せ用紙
（FAX 845-7720）

・会場は、横浜市内に限ります。
・決定後、変更があった場合は、速やかに当センターへご連絡ください。
・講座の主催者を偽ったり、いわゆる又貸しは厳重にお断りします。
・１年度に１団体（グループ）で１回までです。
・年間の受付枠（６０件）を超えた後は、原則として申込をお受けできなくなります。
  また、７～９月は要望が多いため、ご希望に添えない場合があります。

　

団体名

ご担当者

ご連絡先

区

TEL

FAX

講座希望日

第1希望 年 月 日（ ）午前・午後

第2希望 年 月 日（ ）午前・午後

第3希望 年 月 日（ ）午前・午後

ご注意

◇◆◇ お問合せ先 ◇◆◇
横浜市消費生活総合センター

８４５－５６４０
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出前講座担当

https://www.yokohama-consumer.or.jp/study/delivery.html


